
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件                          

五
四 

○
普
通
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制
額
を
指
定
す
る
件                                  

五
四 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件                                                                      

五
四 

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
四
件                          

五
五 

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
件                                            

五
六 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所 

　在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件                            

五
六 

　公

　告 

○
土
地
改
良
区
の
清
算
人
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件                              

五
六 

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
件
三
件                                    

五
七 

　福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会 

○
す
く
い
網
漁
業
に
つ
い
て
指
示
す
る
件                                            

五
八 

○
こ
う
な
ご
電
気
棒
受
網
漁
業
に
つ
い
て
指
示
す
る
件                                  

五
八 

　正

　誤 

○
令
和
八
年
一
月
九
日
付
け
定
例
第
六
百
三
十
九
号
中                                  
五
九 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
七
十
一
号 

　救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
令
和
八
年
二
月
十
二
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。 

令
和
八
年
二
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

名
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　所
在
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　認
定
有
効
期
限 

公
立
大
学
法
人
福
島
県
立
医
科
大

　福
島
市
光
が
丘
一
番
地

　
　
　
　令
和
一
一
年
二
月
一
一
日 

学
附
属
病
院 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
地
域
医
療
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
十
二
号 

　物
価
統
制
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
百
十
八
号
）
第
四
条
及
び
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制
額
の

指
定
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
普
通
公

衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制
額
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　な
お
、
普
通
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制
額
を
指
定
す
る
件
（
平
成
三
十
年
福
島
県
告
示
第
六
十
二

号
）
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

　
　令
和
八
年
二
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　普
通
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制
額 

 
 

 
 

 
 

 

十
二
歳
以
上
の
者

　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　五
百
円 

 
 

 
 

 

入

　浴

　料

　金 
 

 
 

 

六
歳
以
上
十
二
歳
未
満
の
者

　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　百
五
十
円 

 

（
一
人
に
つ
き
） 

 
 

六
歳
未
満
の
者

　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　九
十
円 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
食
品
生
活
衛
生
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
十
三
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
八
年
二
月
十

三
日
か
ら
同
年
六
月
十
三
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
鏡
石
町
産
業
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
二
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

い
ち
い
鏡
石
店

　福
島
県
岩
瀬
郡
鏡
石
町
本
町
百
八
十
四
ほ
か 

二

　変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項 

駐
車
場
の
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
収
容
台
数

　百
七
十
台 

（
変
更
後
）
収
容
台
数

　八
十
七
台 

三

　変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

令
和
八
年
十
月
一
日 

四

　届
出
年
月
日 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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令
和
八
年
一
月
三
十
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
社
い
ち
い 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
十
四
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
八
年
二
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所 

東
白
川
郡
矢
祭
町
大
字
内
川
字
栗
木
平
四
〇
の
二
、
一
一
三
の
一 

二

　指
定
の
目
的 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備 

三

　指
定
施
業
要
件 

　１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
矢
祭
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　２

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
矢
祭
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
十
五
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
八
年
二
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所 

東
白
川
郡
矢
祭
町
大
字
大
洪
字
道
清
一
〇
四
の
一
、
一
〇
四
の
三
、
一
一
五
の
一
か
ら
一
一
五
の

四
ま
で 

二

　指
定
の
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三

　指
定
施
業
要
件 

　１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
矢
祭
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　２

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
矢
祭
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
十
六
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
八
年
二
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所 

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
強
梨
字
蟹
内
九
〇 

二

　指
定
の
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三

　指
定
施
業
要
件 

１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
棚
倉
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
棚
倉
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
十
七
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
八
年
二
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所 

白
河
市
関
辺
桜
久
保
一
の
九
、
一
の
一
〇 

二

　指
定
の
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 
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三

　指
定
施
業
要
件 

　１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
白
河
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　２

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
白
河
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
十
八
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
二
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所 

相
馬
市
岩
子
字
明
神
前
四
四
、
四
六
、
四
七
の
一
、
四
八
か
ら
五
二
ま
で
、
字
岩
子
東
二
一
の
二
、

二
一
の
三
、
二
二
の
一
、
二
二
の
二
、
二
三
か
ら
二
七
ま
で
、
七
一
、
七
二
、
七
三
の
一
か
ら
七
三

の
三
ま
で
、
七
四
の
一
、
七
四
の
二
、
七
五
か
ら
七
七
ま
で
、
七
九
、
一
二
三
の
一
、
一
二
三
の
二
、

一
二
四
か
ら
一
二
六
ま
で
、
一
二
八
か
ら
一
三
三
ま
で
、
一
七
九
、
一
八
〇
の
一
、
一
八
〇
の
二
、

一
八
一
、
一
八
二 

二

　指
定
の
目
的 

潮
害
の
防
備 

三

　指
定
施
業
要
件 

１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
相
馬
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
相
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
十
九
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変

更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る

た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
泉
崎
村
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。

当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
二
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

海
上
学

　海
上
學

　海
上
角
太
郎

　海
上
清
太

　海
上
惣
左
衛
門

　海
上
辰
吉

　熊
井
惣
右
衛
門

　熊
田
仙
藏

　荒
井
卯
吉

　根
本
辰
治

　根
夲
辰
治

　佐
々
木
清
吉

　佐
々
木
淸
吉

　佐
藤
正
治

　

三
村
平
太
郎

　三
村
傳
藏

　山
本
徳
太
郎

　山
本
德
太
郎

　室
重
兵
衛

　室
兵
喜

　秋
山
巳
之
吉

　

秋
山
已
之
吉

　小
室
ヤ
イ
子

　小
林
ヨ
シ

　小
林
源
五
郎

　小
林
勝
世

　小
林
清
太
郎

　小
林
清
之

助

　小
林
藤
吉

　小
林
徳
三
郎

　小
林
平
五
郎

　小
林
德
三
郎

　西
巻
平
八

　石
塚
千
代
松

　中
畑

実

　中
畑
久
吉

　中
畑
市
郎

　中
畑
重
郎

　中
畑
亦
市

　中
目
野
●
藏

　中
野
目
丑
藏

　中
野
目
金

太
郎

　中
野
目
新
吉

　中
野
目
政
吉

　中
野
目
清
太
郎

　中
野
目
清
之
助

　白
石
源
太
郎

　本
柳
亀

治

　本
柳
庄
之
助

　本
柳
善
作

　木
村
清
松

　木
村
由
之
助

　野
崎
栄
吉

　野
崎
市
太
郎

　野
崎
松

雄

　野
崎
正
志

　野
崎
長
吉

　野
崎
長
藏

　野
崎
鶴
吉

　野
崎
文
右
衛
門

　鈴
木
七
之
助

　鈴
木
直

喜

　渡
邊
新
三
郎 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
七
年
福
島
県
告
示
第
八
百
四
十
号
）
に
よ
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
三
十
六
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
区
の
清
算
人
が
退
任
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
。 

　
　令
和
八
年
二
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
土
地
改
良
区
の
名
称 

　玉
川
村
土
地
改
良
区 

退
任
し
た
清
算
人 

役
別

　
　氏
名

　
　
　
　
　住
所 

清
算
人

　藤
田

　守

　
　
　石
川
郡
玉
川
村
大
字
小
高
字
三
升
蒔
二
三
番
地 

同

　
　
　阿
部

　金
四
郎

　同

　郡
同

　村
大
字
南
須
釜
字
南
宿
七
一
番
地 

同

　
　
　曲
山

　勉

　
　
　同

　郡
同

　村
大
字
蒜
生
字
栗
木
内
二
九
番
地
の
一 
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同

　
　
　大
竹

　吉
夫

　
　同

　郡
同

　村
大
字
川
辺
字
和
尚
平
一
一
二
番
地 

同

　
　
　野
﨑

　薫

　
　
　同

　郡
同

　村
大
字
川
辺
字
舘
一
〇
一
番
地 

同

　
　
　藤
田

　二
三
男

　同

　郡
同

　村
大
字
中
字
後
作
田
三
一
番
地
の
一
〇
一 

同

　
　
　大
竹

　和
久

　
　同

　郡
同

　村
大
字
岩
法
寺
字
関
根
七
七
番
地
の
二 

同

　
　
　小
林

　覚
雄

　
　同

　郡
同

　村
大
字
竜
崎
字
糀
屋
一
〇
四
番
地
の
一 

同

　
　
　小
原

　正
広

　
　同

　郡
同

　村
大
字
南
須
釜
字
奥
平
一
三
九
番
地 

同

　
　
　小
針

　幸
夫

　
　同

　郡
同

　村
大
字
北
須
釜
字
仏
供
田
一
五
番
地 

同

　
　
　有
賀

　正
記

　
　同

　郡
同

　村
大
字
吉
字
西
ノ
内
三
五
番
地 

同

　
　
　我
妻

　利
夫

　
　同

　郡
同

　村
大
字
山
小
屋
字
銅
屋
久
保
一
一
一
番
地 

同

　
　
　大
和
田

　●
□

　同

　郡
同

　村
大
字
南
須
釜
字
青
井
沢
二
〇
八
番
地 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
三
十
七
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
。 令

和
八
年
二
月
十
三
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

都
市
計
画
事
業
の 

 
 

 
 

 
 

施
行
者
の
名
称

事
務
所
の
所
在
地

事

業

地

の

所

在

 
 

種
類
及
び
名
称 

 
 

 
 

 
 

会
津
都
市
計
画
道

福
島
県

　
　
　
会
津
若
松
市
追
手

収
用
の
部
分

　福
島
県
会
津
若
松

 
 

路
事
業
三
・
四
・

町
七
番
五
号

　
　

 

市
本
町
、
新
横
町
、
湯
川
町

　
　

 
 

 

一
二
六
号
日
新
町

福
島
県
会
津
若
松

使
用
の
部
分

　な
し

　
　
　
　
　 

 

徳
久
線

　
　
　
　

建
設
事
務
所

　
　

 

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
三
十
八
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
。 令

和
八
年
二
月
十
三
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

都
市
計
画
事
業
の 

 
 

 
 

 
 

施
行
者
の
名
称

事
務
所
の
所
在
地

事

業

地

の

所

在

 
 

種
類
及
び
名
称 

 
 

 
 

 

 

二
本
松
本
宮
都
市

福
島
県

　
　
　
福
島
市
杉
妻
町
二

収
用
の
部
分

　福
島
県
本
宮
市
本

 
 

計
画
道
路
事
業
三
・ 

番
一
六
号

　
　
　

 

宮
字
中
條
、
字
上
町

　
　
　
　
　

 
 

 

五
・
一
号
吹
上
荒

福
島
県
県
北
建
設

使
用
の
部
分

　な
し

　
　
　
　
　 

 

町
線

　
　
　
　
　

事
務
所

　
　
　
　

 

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
三
十
九
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
。 令

和
八
年
二
月
十
三
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
 

 
 

 
 

 
 

都
市
計
画
事
業
の 

 
 

 
 

 

施
行
者
の
名
称

事
務
所
の
所
在
地

事

業

地

の

所

在

 

種
類
及
び
名
称

　

 

双
葉
都
市
計
画
及 

福
島
県

　
　
　

 

南
相
馬
市
原
町
区

収
用
の
部
分

　令
和
四
年
東
北
地

び
浪
江
都
市
計
画

錦
町
一
丁
目
三
〇

方
整
備
局
告
示
第
八
百
六
十
三
号

公
園
事
業
八
・
五
・  

番
地

　
　
　
　
　

 

の
事
業
地
の
う
ち
、
福
島
県
双
葉

一
号
福
島
県
復
興 

福
島
県
相
双
建
設

郡
双
葉
町
大
字
中
浜
字
本
町
、
字

祈
念
公
園

　
　
　

 

事
務
所

　
　
　
　

 

西
川
原
及
び
字
南
川
原
、
大
字
両

竹
字
増
田
、
字
北
細
田
及
び
字
細

田
並
び
に
大
字
中
野
字
宮
ノ
脇
、

字
高
田
及
び
字
羽
山
前
地
内
、
同

県
同
郡
浪
江
町
大
字
両
竹
字
蛭
田
、 

字
原
田
、
字
庄
司
口
、
字
北
庄
司

口
、
字
的
場
、
字
本
町
及
び
字
森

合
、
並
び
に
大
字
中
浜
字
西
川
原

地
内
の
事
業
地
を
変
更
す
る
。

　

 

使
用
の
部
分

　令
和
四
年
東
北
地

方
整
備
局
告
示
第
八
百
六
十
三
号

の
事
業
地
に
福
島
県
双
葉
郡
双
葉

町
大
字
両
竹
字
増
田
並
び
に
大
字

中
野
字
宮
ノ
脇
及
び
字
渋
江
地
内
、

同
県
同
郡
浪
江
町
大
字
両
竹
字
的

場
及
び
字
森
合
地
内
の
一
部
の
区

域
を
加
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
） 

 

　
　
　
　
　福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

　
　
　
　
　

 
 

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
一
号 

　福
島
県
の
地
先
海
面
に
お
け
る
す
く
い
網
漁
業
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百

六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。 

　
　令
和
八
年
二
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　会
長

　今

　野

　智

　光 

一

　操
業
の
承
認 

お
き
あ
み
又
は
い
か
な
ご
を
対
象
と
し
た
す
く
い
網
漁
業
を
操
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
す

る
船
舶
ご
と
に
福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
自
家
用
釣
□
料
を
採
捕
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
た
も
す
く
い
網
漁
業

の
た
め
だ
け
に
使
用
す
る
船
舶
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

二

　承
認
の
対
象
漁
船 

す
く
い
網
漁
業
に
係
る
操
業
の
承
認
の
対
象
船
舶
は
、
総
ト
ン
数
十
五
ト
ン
未
満
と
す
る
。 

三

　操
業
期
間 

操
業
期
間
は
、
お
き
あ
み
を
対
象
と
し
て
操
業
す
る
場
合
は
令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
同
年
五
月

三
十
一
日
ま
で
、
い
か
な
ご
を
対
象
と
し
て
操
業
す
る
場
合
は
同
年
三
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日

ま
で
と
す
る
。 

四

　制
限
又
は
条
件 

１

　操
業
の
禁
止
区
域 

次
に
掲
げ
る
海
域
で
の
操
業
は
、
禁
止
す
る
。 

㈠

　お
き
あ
み
を
対
象
と
す
る
場
合
は
、
宮
城
県
と
福
島
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る

境
界
点
正
東
九
海
里
の
点
か
ら
双
葉
郡
浪
江
町
請
戸
ノ
鼻
突
端
正
東
五
海
里
の
点
、
い
わ
き
市

塩
屋
埼
灯
台
中
心
点
正
東
二
・
五
海
里
の
点
、
同
市
番
所
灯
台
中
心
点
正
東
三
・
五
海
里
の
点

を
経
て
福
島
県
と
茨
城
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
正
東
五
海
里
の
点
に
至

る
線
以
東
の
海
域
を
除
く
福
島
県
の
海
域
。 

㈡

　い
か
な
ご
を
対
象
と
す
る
場
合
は
、
㈠
の
海
域
及
び
最
大
高
潮
時
に
お
け
る
富
岡
川
河
口
中

央
か
ら
正
東
の
線
以
南
の
福
島
県
の
海
域
（
県
外
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
㈠
の
海
域
及
び
最
大
高

潮
時
に
お
け
る
新
田
川
河
口
中
央
か
ら
正
東
の
線
以
南
の
福
島
県
の
海
域
）
。 

２

　承
認
証
の
備
付
け
及
び
標
識
の
表
示 

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
に
際
し
、
別
に
定
め
る
承
認
証
を
船
内
に
備
え
付
け
、
次

に
掲
げ
る
標
識
を
船
舶
の
船
橋
の
両
側
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

 
 

 
 

40ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ
 

 
 

 
福
海
す
く
い
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７
第　
　
　
号

 

３

　操
業
の
協
定 

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
漁
場
に
お
い
て
他
種
漁
業
と
の
競
合
又
は
操
業
上
の
紛
争
が
生

じ
た
と
き
は
、
関
係
者
と
操
業
協
定
を
締
結
し
、
こ
れ
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
操
業
協
定
が
締
結
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
競
合
又
は
紛
争
の
生
じ
な
い
漁
場
に
移

動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４

　漁
獲
成
績
の
報
告 

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
終
了
後
一
月
以
内
に
別
に
定
め
る
漁
獲
成
績
報
告
書
を
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

五

　承
認
の
取
消
し 

こ
の
指
示
に
違
反
し
た
と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。 

六

　指
示
の
有
効
期
間 

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
と
す
る
。 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
号 

　福
島
県
の
地
先
海
面
に
お
け
る
こ
う
な
ご
電
気
棒
受
網
漁
業
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。 

　
　令
和
八
年
二
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　会
長

　今

　野

　智

　光 

一

　操
業
の
承
認 

こ
う
な
ご
電
気
棒
受
網
漁
業
を
操
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
す
る
船
舶
ご
と
に
福
島
海
区
漁

業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二

　承
認
の
対
象
漁
船 

こ
う
な
ご
電
気
棒
受
網
漁
業
に
係
る
操
業
の
承
認
の
対
象
船
舶
は
、
総
ト
ン
数
十
五
ト
ン
未
満
と

す
る
。 

三

　操
業
期
間 

操
業
期
間
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。 

四

　制
限
又
は
条
件 

１

　操
業
の
禁
止
区
域 

次
に
掲
げ
る
海
域
で
の
操
業
は
、
禁
止
す
る
。 

夏
井
川
磐
城
舞
子
橋
中
央
点
か
ら
正
東
の
線
以
南
の
福
島
県
の
海
域
（
県
外
船
舶
に
あ
っ
て
は
、

夏
井
川
磐
城
舞
子
橋
中
央
点
か
ら
正
東
の
線
以
南
の
福
島
県
の
海
域
及
び
宮
城
県
と
福
島
県
と
の

最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
正
東
九
海
里
の
点
か
ら
双
葉
郡
浪
江
町
請
戸
ノ
鼻
突
端
正

─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第649号令和 8 年 2月13日　金曜日 福 島 県 報58



─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

東
五
海
里
の
点
、
い
わ
き
市
塩
屋
埼
灯
台
中
心
点
正
東
二
・
五
海
里
の
点
、
同
市
番
所
灯
台
中
心

点
正
東
三
・
五
海
里
の
点
を
経
て
福
島
県
と
茨
城
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点

正
東
五
海
里
の
点
に
至
る
線
以
東
の
海
域
を
除
く
福
島
県
の
海
域
）
。 

２

　承
認
証
の
備
付
け
及
び
標
識
の
表
示 

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
に
際
し
、
別
に
定
め
る
承
認
証
を
船
内
に
備
え
付
け
、
次

に
掲
げ
る
標
識
を
船
舶
の
船
橋
の
両
側
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

40ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ
 

 
 

 
福
海
こ
う
な
ご
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３

　操
業
の
協
定 

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
漁
場
に
お
い
て
他
種
漁
業
と
の
競
合
又
は
操
業
上
の
紛
争
が
生

じ
た
と
き
は
、
関
係
者
と
操
業
協
定
を
締
結
し
、
こ
れ
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
操
業
協
定
が
締
結
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
競
合
又
は
紛
争
の
生
じ
な
い
漁
場
に
移

動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４

　漁
獲
成
績
の
報
告 

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
終
了
後
一
月
以
内
に
別
に
定
め
る
漁
獲
成
績
報
告
書
を
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

五

　承
認
の
取
消
し 

こ
の
指
示
に
違
反
し
た
と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。 

六

　指
示
の
有
効
期
間 

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
と
す
る
。 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

正

　
　誤 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

ペ
ー
ジ

段

行

正

誤

○
令
和
八
年
一
月
九
日
付
け
定
例
第
六
百
三
十
九
号
中 

　
　一

下

前
か
ら

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日

　
　

令
和
七
年
八
月
二
十
五
日

　
　

一
六
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